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年次有給休暇は､原則として､労働者が請求する時季に与えることとなっていますが､有給の
申請がしづらい環境などにより､取得率が低調な状況にあり､年次有給休暇の取得促進が課題
となっています。このため､労働基準法が改正され､年次有給休暇のうち年 5 日については､
使用者が時季を指定して取得させる義務が発生します。

●時季指定義務のポイント

改正時期︓2019 年 4 月 対象者︓年 10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者

有給休暇の時期指定が義務化されます。

●原則は､労働者から申出があり､有給休暇を取得することになります。
●労働者自らの申出により､1 年間に 5 日以上取得している場合は､
　時季指定して取得させる義務はありません。
●年次有給休暇のうち､５日を超える分について､労使協定を締結し､
　計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度 < 年次有給休暇の
　計画的付与制度 > によって､5 日以上付与している場合も時季指定
　して取得させる義務はありません。

●会社が時季指定して年次有給休暇を取得させる場合は､
　労働者の意見を聴取し､その意見を尊重するように
　努めなければなりません。
●会社は､労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し､
　3 年間保存しなければなりません。

注
意
点

働き方改革❺

無料セミナー

●働き方改革関連法における
　時間外労働の上限規制等について
●必須となる 36 協定の締結と
　届出について【36 協定新様式解説】
●年次有給休暇取得義務化の
　ポイント､取得法と管理法 ほか

労基法改正対応迫る !
■11 月 28 日 ( 水 )15:00 ～
■千代田区神田
■12 名
■講師︓小澤薫

お申し込みは Web から


